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:
支
配
者
階
級
の
利
益
i

般

民

衆

，の

利

益̂
が
相
離
る
>
 こ
-

V」

の
甚
だ
し
き
は
露
西
亜
に
如
く
も
の
は
な
S
 

た
。
露
西
蓝
文
'!
])
5
は
第
九
世
紀
ょ
ち
第
十
三
世
紀
末
ま
で
榮
ぇ
て
ゐ
たN

o
v
g
o
r
o
d

及
び
w
o*
く
に
始
ま
る
。Tartar 

の
侵
入
に
侬
つ
て
牝
方
に
追
は
れ
：冉

び

M
O
S
C
O
W

を
中
心
ど
し
て
文
明
を
形
成
む
、
を
の
文
明
は
第
十
七
世
紀
末 

P
e
t
r
o
g
r
a
d

の
新
中
心
の
生
ず
る
ま
で
繼
續
し
，
？
备
0
00
1̂

の
新
文
明
は
一
九
一
七
年
大
革
命
の
勃
發
す
る
ま
で
續 

::

い
て
ゐ
た
。
蠻
族
の
支
配
に
®
す

も

审

闘

：が

こ

、

に

獨

裁

政

治

^
奴
隸
制
度
ど
を
生
せ
し
め
た
の
はM

o
s
c
o
w

時
代 

で
あ
つ
た
。
從
つ
て」

般
民
衆
に

»

し
何
等
の
基
礎
を
置
か
な
い
少
數
者
に
依
つ
て
支
配
さ
れ
、
國
家
は
す
、ベ
て
の 

經
濟
的
活
動
に
於
い
て
決
定
的
要
素
で
あ
つ
允
の
で
あ
る
。
本
書
は
世
界
大
戦
前1

一
十
年
間
の
：露
西
：他
の
經
濟
的
發 

展
の
事
實
を
正
確
に
描
べ
こ
^

?
及
び
す
ベ
て
の
方
面
に
於
け
る
國
家
の
勢
力
を
跡
づ
け
"V

」

の
程
度
ま
で
政
府
の
，
 

行
動
V
V社
會
の
發
展
ミ
の
衝
突
に
，依
つ
：て
そ
れ
等
の
發
展
が
影
響
^
れ
た
か
を
發
見
せ
ん
ど
す
る
の
で
あ
る
ぺ
三
丨 

五
S

ハ
；
：

こ
の
目
的
を
達
せ
ん
が
た
め
に
著
者
は
商
業
、
財
政
"
：交
通
"
產
業
の
四
綱
目
に
分
か
ち
說
明
し
て
ゐ
る
が
、
そ 

の
前
に
«
胄
£
レ
て
¥
砘
助
矶
豸
^
皿
^.
'
人
種
>

a

-±
等3

.

 #

華
的
®
本

(
社
會
階
級
，
社
會
學
說
等
の
變
遯)

|

I
|

I

I

憲
法
改
正
等
に
就
い
て
簡
览
な
記
述
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
蓋
し
讀
者
に
親
切
な
も
の
で
あ
ら
ぅ
が
、
こ

、
で
は
^
り 

::

に
紙
數
を
增
す
こ
^
を
恐
れ
.

H

省
略
す
る
。
.ハ
第
一
、
第
一
一
章〕

直
ち
に
本
論
に
入
り
商
業
に
就
い
て
简
單
に
紹
介
し

,
露
西
亜
の
贸
易
は
一
九
〇
ニ
年
か
ら
.1

ニ
年
ま
で
はj

年
平
均
三
億
三
千
萬
^

_
利
益
を
見
、

一
九
二
年
の
如
. 

き
は
四
億
ニ
千
九
西
爾
留
に
上
づ
て
ゐ
る
。
之
に
反
し
て|

九
一
三
年
.に
は
一

億

四

千

六

百

海

留

に

下

一 

九
一 

:四
年
大
戰
開
始
ど
共
に
同
年
に
ニ
億
四
千
西
离
留
、
翌

一
五
年
に
は
七
億
三
千
六
百
萬
留
：の
不
足
を
示
し
て
ゐ
る
。 

こ
の
現
象
: ^
»
出
起
*
の
沖
炎
に
增
*
し
つ
、
あ
つ
た一

八
九
四
年
か
、
b j

九

j 

一
 

一̂

に
至
る
.間
^
著
し
い
對
照
を 

な
す
も
の
で
あ
る
か
元
來
.露
西
亜
の
敗
政
的
幷
び
に
經
濟
的
安
定
を
訐
，ら
ん
が
.た
め」

に
は
有
利
な
る
賀
易
狀
態
を
繼 

績
す
る
こ
^
が
必
要
で
あ
る
か
如
何
か
に
就
‘い
て
學
者
間
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
。D

r
a
g
e

は
全
體
の
國
の
經
濟
的 

幸
福
に
_
し
て
是
は
ょ
い
: ^
呢
を
斷
さ
な
い
_ご
論
じ
た
0

1

A
九
三
年
か
ら一

九
〇
三
年
ま
で
：露
國
は
輸
出
超
過
の 

狀

態

，に

あ

ぅ

、
是

等

を

大

藏

大

e
w
i
t
t
e

は
.三
つ
の
理
li
l
か
ら
經
濟
的
繁
榮
に
有
利
な
り
？
し
て
ゐ
る
®
即
ち(

一
ン
X 

業
的
，產
物
の
輸
出
增
加
、
£

〕

機
械
類
輸
入
0
減
少
、’(

三)

從

來

外

國

ょ

レ

徹

さ
.れ
し
物
の
國
內
產
業
^
依
つ
て
供 

輪
さ
る
、
こ
^
等

で

あ

る

.0
然
る
に
：o

r
a
g
e

は
實
際
狀
態
を
®
察

し

"

露

關

佥

體

の

經

濟

生

治

は

農

業

に

依

存

す 

る
こ
ヒ
を
知
ぅ
、
次
ぎ
の
如
ぐ
結
論
し
て
.ゐ

る

.'
0
有
利
な
る
•貿
易
狀
態
を
維
持
す
る
政
策
は
唯
農
民
の
力
に
依
'つ
て 

行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
等
の
農
段
は
最
も
富
裕
な
る
地
方
に
於
い
て
も
悲
慘
な
る
狀
態
に
あ
る
。
保
護
貿
易
主
義 

は
農
業
の
機
械
を
高
價
な
ら
し
：め>

 

農
民
ば
是
を
使
用
し
得
t

加
ふ
る
に
生
活
費
の
暴
騰
等
は
：一
層
彼
等
を
貧
し 

く
し
、
刺
作
意
の
如
く
な
‘も
-ず

、

帝

國

が

依

存

す

る

農

民

：を

疲

弊

せ

し

む

る

5

云
ふ
の
で
あ
る
。

M
に
こ
の
間
題
の 

他
の
論
者
は
金
本
位
維
持
か
ら
重
要
で
あ
る
^
运
つ
て
ゐ
る
。
是
に
對
し
て
も
反
對
者
が
あ
る
が
、(

ミ
.J

r
a
J
I

ン. 

要
す
：る
に
政
府
の
輸
出
超
過
維
持
の
政
策
に
對
す
る
反
對
に
は
相
當
の
理
甶
が
あ
る
の
で
め
つ
て
、
露
國
が
農
業
i

第11
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卷
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1

三
五
一〕

新
刊
鞀
介

第
十
数
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四
九



«.
1十

考

C
1
H
5
1
V

新
當
介
し 

, 

紙

甚

ー

五

0. 

と
し
て
樹
立
す
る
上
^
於
い
て〈

必
喪
？
見
^

0
で
あ
づ
れ
0

,
鏃
十
九
他
紹
に
：.於
け
る
露
國
‘の
關
稅
政
策
は
大
1

ーー-つ
.の
時
期
に
分
け
ら
れ
今
即
ち(

1
>

 1

八
〇
0

|
1

1

四
年 

の
f

的

懸

，(
ニ) 

T

.A
ニ
四
L
隹
ハ
年
の
鳋
止
的
|1
税
0

_
和
> (

三)

一
八
七
六
年
以
曄
の
保
滕
政
策
の
苒
興 

で
あ
る
<
大
戰
前
數
年
問
多
少
«
税
の
，輕
減
を
.見
だ
け
れ
^
も
、
そ
れ
ャ
さ
へ1

九 

一
ニ
年
！2
:は
輸
入
品
價
格
：の
三
，
 

劑
ど
_

ふ
他(:
'
類
の
な
い
高
率
で
あ
つ
だ
。：
 

.

_

税
問
題
に
|1

し
最
も
興
味
あ
る
も
0

は
1

八
九
，四
年
の
露
獨
商
業
條
約
で
あ
.

る
。
そ
，の
結
果
露
國
は
最
?1

國
條 

款
を
獾
得
し
、
そ
の
穀
物
も
唯
西
瓧
に
1
1
1獻
半
の
晚
を
狒
ふ
こ
ミ
、
な
6

、
そ
の
代
&
に
獨
逸
產
原
料
品
及
び
製
造 

品
' 0

税
_

を
«

減
し
、
#

M

.
税
を
課
ず
る
權
利
?:

廢
棄
し
た
。
然
し
：こ
の
條
約
制
定
前
0

南
國
の
關
税
戰
の
激
烈
だ 

つ
た
.
こ

V
J

は
最
も
有
名
で
あ
る
。
又
こ
'
の
條
約
の
結
果
，は
獨
逸「

の
農
業
に
依
°:

て
有
害
，ビ
考
へ
ら
れ
た
。
同
條
約
締 

結
の
當
時
露
刚
は
農
業
國
ミ
し
て
有
利
な
他
位
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、

一
九
〇
四
年
條
.
約
が
改
疋
さ
れ
な
_
に
は 

幾
多
の
.
戰
锇
'0

結
*
窮
境
に
あ 
>

ッ
露
國
の
穀
類
.に
#

率
を
僧
さ
れ
不
利
な
る
地
位
に
立
づ
た
.0(

第
三
章)

 

•
’元
.來
露
西
蓝
の
輸
出
は
：穀
類
？
特
に
小
麥
が
.
そ
0.

主
要
な
も
の
.で
、
第
.ニ
十
世
紀
の
一
一
十
年
間
，全
體
の
平
均
四
割
' 

八
.分
を
*

め
て
ゐ
な
。
是
等
の
餘
剩
载
物
は
永
‘
.い
間
主
ど
し
一
で
露
國
の
中
部
諸
州
か
ら
產
出
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
る
に 

1

八
九
-_
.

部
の
不
作
以
來
そ
の
，重
翦
さ
^

減
じ
、％

部
諸
州
於
急
激
に
生
產
率
を
增
加
し
‘
て
來
た
。
然
し
露
國
の
農 

業
は
そ
0 ;

耕
作
法
に
於
い
^

も
生
產
率
に
於
ぃ
て
¥

是
を
他
の
國
々
に
比
し
て
遙
か
に
劣
つ
て
ゐ
る
の
み
な
s

f

、 

是
を
販
賣
す
る
に
雷
つ
て
，多
數
の
伸
介
商
人
あ
h

、
外
國
市
：場
に
於
ぃ
て
比
較
的
高
價
な
も
の
に
な
つ
て
不
利
益
0
 

地
位
に
あ
つ
た
。
穀
物
以
外
の
輸
出
に
は
そ
の
他
の
食
料
品
、
家
禽
、
稅
關
公
表
の
區
別
に
從
へ
ば「

原
料
品
、
半
製 

品」

の
類
# -
木
、
セ
メ
ン
ト
、
鐡
そ
の
他
の
金
®

類
で
*

づ
て
¥

製
造
品
«

殆
ざ
^

ふ
に
'
思
6

な
.
ぃ
。
そ
の
マ
々
，
'の 

說
明
は
こ
、
に
は
省
略
す
る
。

|

I
I

j

輸
入
は
大
«
前
數
牢
急
激
に
增
加
し
た
が
、
そ
の
增
加
の
主
耍
な
る
部
分
は
原
料
品
ミ
製
造
品
ビ
で
あ
る
が
、
そ 

の
三
分
の
ニ
は
獨
逸
か
.ら
輸
入
さ
れ
る
製
造
品
の
增
加
で
あ
る
。
こ
の
增
加
は
一
方
國
內
市
場
の
消
费
能
力
の
：增
大
‘ 

を
示
す
も
の
で
あ
も
が
、
他
方
さ
ら
に
少
し
く
注
意
を
拂
へ
ば
國
内
に
於
い
て
產
出
し
得
る
商
品
で
あ
る
ヾ」

の
^
ヰ 

も一

理
あ
る
も
の
で
あ
る
。
.是
等
の
輸
入
に
關
し
、
上
記
の
如
く
獨
逸
が
英
國
ょ
办
も
撤
か
に
■
«

な
る
所
以
は
獨 

逸
商
業
の
極
め
て
組
織
的
な
：る
こ
^
を
示
す
も
の
で
あ
ら
ぅ
0X

第
四
章)

次
ぎ
に
金
融
方
而
に
關
し
著
者
は
先
づ
銀
行
に
關
し
て
述
べ
て
ゐ
る
。

一
八
六
〇
年
以
前
に
は
主
な
る
銀
行
業
務
. 

は
古
い
'.政
府
銀
行
の
.手
に
あ
つ
た
が
、
同
年
廢
止
さ
れ
露
國
々
有
銀
行
の
設
立
'を
見
た

。

，

そ

の
後
の
銀
.行
業
務
の
狀
：
 

態
を
観
察
す
る
ビ
大
體
三
秫
酿
の
信
用
機
關
が
存
在
し
て
ゐ
る
。
即
ち
國
有
必
信
用
機
關
，(C 

一
 

0中
央
®]
^
銀
行
、 

0
ー)

國
街
朌
蓄
銀
行
"(

三)

土
地
銀
行〕

社
會
的
信
用
機
關(

都
市
銀
行
等
3
>個
人
的
信
用
機
關(

株
式
#
社
商
業
銀
，
 

行
等)

で
あ
る
。
是
等
の
一
々
の
說
明
に
就
い
て
著
潰
は
長
文
の
一
章(

ニ
十
五
頁)

を
苑V

、

る
が
> 
こ 
>
に
は
省 

略
す
る
。
咽
か
く
®
如
き
信
用
機
關
殊
に
個
人
的
銀
行
の
發
達
ヒ
典
に
"
こ
>
に
外
國
資
本
の
流
入
を
生
じ
一
般
に
' 

愛
國
的
感
情
が
是
等
の
發
胁
に
反
對
す
る
傾
向
さ
へ
生
じ
て
ゐ
た
こ
ど
を
注
意
す
る
^
止
め
る
C (

第
艽
章)

露
圃
貨
幣
制
度
を
諒
解
す
.
る
上
に
は
，

J

八
九
七
年
の
改
軍
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
，れ
以
前
に
あ
づ
て
は
鈒
貨
留 

を—

以
.
つ
て
基
本w

し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
以
後
金
«

本
位
を
探
用
す
る
こ
v

t

に
な
つ
た
。
そ
れ
に
關
し
穂
々
な
る
®

*

 

や
非
雌
を
免
か
れ
な
か
つ
た
が
、
殊
に
金
貨
を
0

は
に
保
留
す
る
た
め
の
鍾
々
な
る
保
譴
政
策
は
國
民
經
濟
に
ょ
<

 

な
い
影
響
を
與
へ
た
。
日
露
«

役
そ
の
他
の
結
果
€

し
て
_

內
0

金
銀
は
漸
次
：に
減
少
し
，
之
：に
反
し
.
て
中
央
銀
.行 

の
紙
幣
發
行
は
同
じ
程
度
に
增
加
し
た
o

尤
も
こ
の
現
象
は
露
國
ば
か
b

で
な
ぐ
歐
洲
蚤
{1

を
通
：じ
て
さ
ぅ
で
あ
つ 

て
、

一

九
1

〇
年
の
メ
キ
シ
ゴ
恐

«

の
惹
»

す
る
ま
で
は
0

^

流
通
'は
«

^

紙
幣
の
.

み
に
て
延
れ
&
ミ
云
ふ
說
さ
へ 

生
じ
だ
。
 

V

■'
.

第
：ニ

十

盤C
1
H五
®

新
邗
鞀
介' 

第
ヤ
號
：

一

五
ブ
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m
l
'
l

.

. '
露
國
の
財
政
制
度
を
知
る
上
に
特
に
露
國
は
他
の
歐
洲
諸
國

W

政
治
的
に
も
經
濟
的
に
も
異
な
れ
る
こ
ざ
を
知
ら 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

.

即
.

ち
經
濟
的

_

に
は
極
め
て
後
れ
、*

業
|

革
命
を
適
用
す

'

る
用
意
す

.

ら
缺̂

^

治
的
に
は
す
で
に
他
の
國
々
に
於
い
て
民
主
的
傾
向
が
生
じ
：て
：ゐ
た
.に
も
拘
ら
ず
、、
；未
だ
；»
裁
政
治
.の
堅
城
で
あ
つ 

.た
こ
€

で
あ
る
。

一
七
六
九
年
に
始
ま
6
第
+
九
世
紀
'の
中
@
迄
の
*
國
ケ
«
.は
主
€
し
て
戰
爭
$
內
亂
ヒ
の
：結®' 

で
あ
う
、
そ
の
以
後
の
僧
加
は
鐡
道
の
建
設
に
原
因
し
た
。
然
る
に
}
九
0
五
年
の
日
露
戰
役
幷
び
に
そ
れ
に
續
ぐ 

內
亂
は
そ
の
.給
果
の
財
政
を
極
度
に
蓊
亂
し
て
し
未
ひ
、
露
國
の
全
負
債
ば
十
億
破
に
上
，!)
;
、
公
偾
だ
け
で
も
八
億 

破
に
達
し
た
。
_
愤
に
は
長
期
、
短
期
、
隨
時
質
戾
の
三
種
'あ
0
た
が
> 
そ
れ
等
，の
中
幾
何
が
外
國
の
資
本
に
基
い 

た
か
に
就
い
て
.は
種
々
な
る
議
論
が
あ
る
°
然
し
無
記
名
公
偾
の
半
ば
以
上
は
國
內
に
於
い
て
所
有
さ
，れ
た
ビ
推
定 

し
得
ょ
う
。
然
ら
は
外
國
债
は
何
處
の
市
場
に
於
い
て
な
さ
れ
た
か
ど
云
ふ
に
、
勿
論
そ
の
時
の
事
情
に
從
つ
て
區 

々
で
は

あ

る

が
、
' 初
期
の
も
の
は
主
ビ
し
て
和
蘭
及
び
伊
太
刺
の
銀
仗
に
依
つ
て
な
さ
れ
た
。
第
十
九
世
紀
に
M
る 

;と
漸
次
に
富
裕
に
な
つ
れ
*
逸
か
ら
獲
#
し
た
。
英
國
が
是
に
：參
加
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
一
九
〇
七
年
兩
國
問 

’の
協
商
成
立
の
後
、で
あ
る
。

(

第
六
章) 

.

•1

八
六
一K

牛
の
豫
箨
改
革
は
奴
隸
解
放
に
續
く
一 

般
的
改
革
運
動
の一

部
で
あ
る
。
翌
六
三
年
以
後
は
新
甚
礎
に 

S
ぐ

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
絕
え
ず
歲
出
歲
入
共
に
增
加
し
て
.ゐ
る
。
考
つ
歲
入
に
就
い
て
述
べ
れ
ば
、
第

一 

^
直
接
桃
を
擧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
«

い
。
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も

の
は
私
有
土
地
に
課
せ
ら
れ
る
地
租
、
都
市
に 

於
け
る
家
屋
税
、

波
關
の
都
市
棘
落
；に
於
け
る
爐
桃(hearth 

t
a
x
)
H
r
a
n
s
c
a
s
p
i
a
n

諸

州

^

に
於
け
る
天
縣
桃 

(kibltka)

國
有
地
の
永
久
借
地
人
に
對
す
る
賃
料
々
住
宅
稅
"
商
業
及
び
工
業
稅
、
資
本
刹
子
税
等
で
あ
つ
.たV

 

そ
.の
中
商
工
業
稅
の
急
速
な
る
增
加
は
露
國
の
產
業
化
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
所
得
稅
及
び
t
e
a
mに
 

依
つ
て
直
接
.税
の
僧
收
を
«
つ
.た
が一

九

1

四
年
の
大
戰
勃
骚
.ざ
共
に
駿
棄
さ
れ
て
し
ま
つ
'た
。

'
間
接
税
は
酒
精
類
"

M
萆
•
砂
糖
等i

般
消
费
物
に
課
せ
ら
れ
た
か
ら
"
人
口
の
增
加
、
都
市
人
口
の
集
注
、
交 

通
機
關
の
改
良
ど
典
に
，墦
收
を
昆
忆
。
間
接
税
の
中
に
は
關
稅
收
入
を
も
包
含
す
る
。
そ
の
外
國
寧
の
‘收
入
を
形
成 

す
る
も
の
に
は
印
紙
猊
，
澄
錄
稅
，
通
行
税
等
の
諸
税(dut〗es)°

鑛
山
、
鱗
货
，
郵
便
，
電
信
、
電
詁
の
諸
收
入
幷 

び
に
酒
類
專
賀
の
收
入
を
位
含
す
る
特
許
稅(Royalties〕

.？

さ
ら
に
國
家
に
腸
す
.る
財
產
及
び
*
金
等
か
ら
-
の
收
入 

が
.あ
つ
た
。
 

.

.

.

，

.

.

.

.歲
出
に
就
い
て
も
同
じ
く
年
々
增
加
の
傾
向
を
有
し
た
が
"(

一.)一

般
行
政
，(

ニ
}國
偾
"(

三)

軍
事
©

"(
四〕 

生
產
諸
费
用
> (

五)

國
象
事
業
の
項
目
の
中(

三〕

ミC.

四)
V
J

が
最
も
著
し
い
增
加
を
示
し
て
ゐ
る
.。
今
是
等
の
特
種 

な
る
#
用
.に
關
す
る1

例
を
見
る
に
一
:
,九
0
三
年
ょ
ぅ
.ー
三
年
ま
で
の
間
に
四
西
億
留
以
上
に
達
し
て
ゐ
る
。
即
ち 

涞
ダ
の
如
し
。

.

. 

•

-

f

l

u
 
 ̂

」

鐵
道
雄
設
锻

同

竄

上

费
：':
■
: 

そ
の
他
の
鐵
道
费.

港
御
述
餿
贺 

國
防
费
：

.
戈

那

及

ぴ

波

斯

遨

征

驳 

期
：！！

前

の

國

偾

愤

還

我 

凶

作

！
：
觖

る

费

，用 

雜

费

'B
-
R
.

U

.'
一
四
二
百
萬
留

七
六
三 

三
ニ 

.

九一ニ

四
..

四
五
五

1
5

I

九
九 

四
0
三 

.

西
七
，

四
、
四
七
六

(

独)

日
鮮
戰
爭
费
は
そ
れ
に
鉴
く
國
偾
ミ
合
算
す
れ
ば
一
ラ
〇
一
六
百
親
留

W

な
る

第
二
基
,

C
TH-
五
五)

新
刊
紹
介

五



節
ニ
十
卷■ 

. 

c
n
l

六)
)

新
認
介 

.

第

十

誠

一

五
四

日
露
戰
^

©
を
暫
ぐ
除
く
ミ
す
る
'も
平
常
に
於
い
て
も
か
.ぐ
の
如
巨
額
の
金
.額
が
s free 

balance

じ
€
し
て 

駿
會
の
承
認
を
®
せ
ざ
る
こ
ど
は
"
假
令
國
防
そ
の
他
の
國
家
發
屁
の
«
用
に
供
せ
ら
る 
>
ど
す
る

も
、
な
ほ
濫
赀 

の
恐
が
少
な
く
な
い
。
輝
々
な
る
議
論
の
生
ず
る
こ
ミ
は
止
む
を
得
な
い
こ
ど
で
あ
ら
う
。
又
他
方
露
國
の
粗
税
制 

度
に
：對
し
彈
力
性
の
缺
如
せ
.る
，

」

ざ
等
の
攻
擊
を
聞
く
の
で
あ
る
が
、
元
來
露
國
は
m
稅
負
擔
能
力
の
最
も
强
き
屮 

產
階
級
極
め
て
少
な
く
到
底
緊
急
の
國
家
の
必
要
に
應
ず
る
こ
^
の
出
來
な
い
缺
陷
が
あ
る
。
著
漭
は
さ
ら
に
地
方 

行
政
の
機
關
た
る
.Ze

m
s
t
v
o
s

に
就
い
て
述
べ
、
そ
れ
ど
中
央
政
府
ミ
の
衝
突
を
論
じ
，
又
都
市
財
政
に
就
い
て
說 

明
し
、
都
市
の
公
偾
が
的
外
の
市
場
に
於
い
て
增
加
し
て
ゐ
る
の
は
.都
市
の
發
展
に
遨
く
も
のVJ

し
て
ゐ
る
が
、
そ 

れ
等
に
就
い
て
は
多
く
紹
介
せ
^
に
置
ぐ
◊(

第
七
章〕

/

:
:次
ぎ
に
著
者
は
交
通
の
方
法
に
就
い
て「
道
路
^
水
路
"

船

舶

」

，の

一

章

^

「

鐡
道」

の一

章
を
設
け
て
ゐ
る
。
先
づ 

前
者
に
就
い
て
節
'單
に
紹
介
し
ょ
う
。
露
國
は
交
通
機
關
に
就
い
て
も
®
難
な
る
事
情
が
多
.い
。
廣
.大
な
る
領
土
、 

»
在
せ
る
少
數
の
人
口
、
|又
國
內
に
於
け
る
石
".
砂
利
等
の
不
足
は
道
路
顯
設
に
非
常
な
困
雛
を
來
た
し
た
«0
唯
冬 

季
：氷
雪
を
以
つ
て
蓋
は
る
、
に
至
う
、
こ
、
に
自
然
的
な
自
泪
な
道
路
を
瑰
出
す
る
‘が
、
泰V

秋
：ヒ
は
是
等
の
道
路
：
 

は
殆W

通
行
不
可
能
な
程
の
泥
濘
に
養
化
す
る
。.
露
西
.：

c
さ
南
部
が
生
產
地
方
:!
?
あ

る
の

に

對

し

て

北

部

は

消

©

地 

方
で
あ
う
"
こ

、
に
突
通pa
l
題
に
.特
種
の
意
：義
：を
生
す
る
。
單
に
社
會
的
產
業
的
發
展
^
適
當
办
遨
路
，が
必
耍
で
あ 

る
の
み
な
ら
す
、
人
民
の
生
活
そ
の
も
の
に
す
で
に
不
可
缺
の
も
の
で
あ
つ
た
。
古
い
制
度
に
依
れ
ば
道
路
は(

一) 

主
道
.

(

ニ)

大
道(

三)

郵
锞
道(

四)

商
業
及
び
地
方
遒(

五
}
田
舍
道
或
は
田
_
道
及
び
馬
填
の
五
つ
に
分
れ
、
第
，一

の 

も
.の
は
阈
家
が
責
任
を
ft
ひ
，
第
二
、
.第
三
及
：び
第
'四
は
.地
，方
宫
ょ
り
成
る
委
員
會
が
是
に
當
う
、
第
四
は
自
治
固 

又
は
地
：主.が
修
繕
等
を
：行
ふ
。一

八
六
四
年
に
はZ

e
m
s
t
v
o
s

が
紐
織
さ
れ
農
奴
の
强
制
勞
働
に
依
つ
て
倐
.
^
を
行 

なCv

た
。
.實
際
]?
姓
は
貧
乏
：で
あ
る
か
ら
、
物
資
提
供
よ
3
も
勞
.力
.提
供
：の
方
を#
ん
だ
。
然
し
是
等
の
方
法
も
遨
，

路
赞
與
の
維
持
に
不
十
分
で
あ
つ
た
こ
せ
ゆ
云
ふ
未
で
も
な
い
。

水
路
の
第
一
で
あ
る
河
川
に
就
い
て
«
西
亜
.は
天
然
の
.恩

1
を
受
け
て
ゐ
た
。
歐
扉
巴
：に
於
.け
るVolga, 

D
o
n
,

 

r
>
n
i
!

g,
g
, Dv

i
n
a
,

b.niester, 'Vistula, 

N
i
e
m
a
n

 

等
"
鹿
細
®
lに
於
け
る 

O
b
, 

E
l
i
,

 

L
e
n
a

 

等
す
ベ
て
航 

行
し
^

る
長
い
範
圍
を
育
し
.て
ゐ
允
。
然
し
露
西
掰
人」

の
是
等
を
利
用
す
る
こ

.

4
は
®
だ
不
十
分
，で
あ\

又
.氣
候 

風
土
が
非
常
な
妨
げ
を
な
し
た
。
是
等
の
河
口
に
築
港
計
«:
ぞ
«
ふ
や
ぅ
に
な
つ
た
の
は
一
九
〇
五
年
以
後
で
あ
つ 

だ
•か
、
.大
戰
前
ま
で
に
は
著
し
い
進
步
を
，見
な
か
つ
た
。
然
し
.速
河
の
開
鱗
：は
是
等
の
河
川
を
述
結
し
經
濟
上
重
要 

へ

な

る

僧

値

を

有

し

て

ゐ

た

ノ

一

;

大
戰
前
ま
で
に
は
露
西
瓯
は
船
舶
業
に
於
い
て
成
功
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
外
國
貿
易
の
大
部
分
が
外
國
船
舶
に
依 

!1

存
す
る
こ
ど
は
甚
大
な
る
掼
失
で
あ
づ
た
。
從
づ
て
敗
府
は
.浩
船
に
力
を
薇
し
補
助
を
與
へ
た
が
著
し
い
進
步
を
見 

す
、
外
國
か
ら
購
入
す
る
方
が
割
安
で
あ
，つ
| 2

-

。
是
等
の
供
給
者
迄

.

し
て
は
英
蘭
“

か
第

1

位
を
占
め
、
獨
逸

"

S

典 

，
こ
れ
に
次
い
だ
。
又

*

舶
機
槭
器
具
の
類
も
外
國
の
供
給
を
仰
い
だ
？

(

第
八
章

)

露
國
政
府
は
極
力
鐵
.道
の
®
設
に
努
力
し
"
こ
の
廣
大
な
る
帝
國
の
連
絡
を
.完
.成
，せ
ん
^
し
5

鐡
道
鹰
設
以
來 

.'
私
設
會
社
の
經
營
の
画
雛
^
莫
大
な
‘る
損
失
は
次
第
に
隊
有
鐵
遨
を
以
づ
て
有
刺
ど
す
る
倾
向
を
生
じ
た
。
.
一
八
八
，
' 

I)：

年
ょ
り
一
九
一
一
年
に
至
る
鐵
道
雞
設
の
狀
態
は
^
 

M
e
r
t
e
n
s

の
計
錄
に
從
へ
ば
次
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

■
 

‘
ー.八

八

ニ

ー

六¥: 

四
d
H

九

グ

ァ

ス>
(!
)
:,
.

丨
1
<
、
5

ナ
セ
ン
ト 

1
A
八
七
丨
九
1

¥

H

、
一
三
七 

1

八
九
ニ 
—

六
¥

.

/̂
\
、
三
.七
〇
.ー
 

1

八
九
七——

1

九
〇1

印
：

>.

•—
•
•四
，
七
五
八 

1
九
〇
ニ
—

■六
年S

 

六
、
三
四
八 

.

1九
0
七

—

1
1
¥
.
‘ 

三
、
三
九
九

第
一1本

■

, C
1

三
五
セ)

' 

新
刊
紹
介

【
1r

六
.

ニ
九
、

一 

H
九
、
七

：
'

ニ
：

n
r

 
五
、
八

笫
十
^
.

I

五
.五



.
•第
一f

十

怨

へ

r
j
!s-
d

新
刊
紹
介 

第

十

號

i

く

.

0)
<

§
t
(t
わ
が
：約
三
千
五
西
尺
へ

£
 

I

九
0

$
以
降
籠
！-

岡̂
f

’
c

s

u

a
親
爱
び
そ
れ
猛
く
內
馋
依
W
財
政
I

雛
を
槊
し
れ
な
で
め
る
。

現
世
紀
の
始
め
に
於
い
て
商
工
業
の
發
達

V」

共
に
物
資
運
輸
の
必
要
は 

一
0
0 
f

な
っ
た
。
政
府
が
如
可
に
是 

等
の
鐡
道
政
策
を
行
な
っ
た
か
、
又
如
何
な
る
財
政
狀
態
で
あ
っ
た
か
は
興
味
あ
る
問
題
で
は
あ
る
が
、

こ 

>

に
は 

省
略
す
る
。
W
到
底
鐵
道
に
依
る
負
僚
が
鐵
道
に
依
る
純
收
入
に
依
っ
..て
は
返
濟
し
得
な
か
っ
？

S

次
ぎ
の
計 

算
に
依
っ
て
明
か
で
あ
る
。
.鐵
遨
に
依
る
支
出
及
び
收
入
は
建
設
費
を
除
い
て
一
九 

一
ニ
年
に
は
次
ぎ
の
如
く
で

.

あ 

っ
.た
。:
即
ち
支
出
：五.千
六
西
萬
破
に
對
し
收
入
七
千
ー
一
：百

雲

で

、
大
體
千
六
}

m

萬
勝
の
純
’利
益
を
擧
げ
得
た
。
然 

し
政
府
か
鐡
遨
の
倩
務
く
し
て
負
ふ
て
ゐ
，る
額
は
一
九
◦
八
年
に
於
い
て
す
で
R
總
If
五
億
破
ぐし算
定
さ
れ
る
。

 ̂

し
平
均
羽
尊
四
分
五
11
ビ
見
れ
ば
ノ
こ
の
利
子
1
一
千1

i'
-s
:
十
萬
破
、
結
局
不
足
六
百
五
十
萬
磅
ビ
云
ふ
ゎ
け
で
あ
，
 

る
。
然
し
®
國
の
こ
の
狀
態
は
1
九
：〇

八

年

以

前

に

於

い

て

1

層
甚
だ
し
く
、
を
の
以
後
收
入
1
增
し
、
次
第
に
改 

善
に
向
ひ
づ
、
終
に
大
戰
時
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。(

第
九
章)

最
後
に
產
業
の
發
達
に
就
い
て
述
ぶ
る
に
當
っ
て
著
者
は
先
づ
製
造
業
ヒ
採
取
業
ビ
に
分
か
ち
、
第
十
章
に
於
い 

.て
*
業
發
達
の
地
方
*
資
本
家
階
級
、
勞
働
者
階
級
、
勞
働
®
動
、
資
本
連
合
、
工
場
法
等
を
述
べ
、
第
十一

章
に 

於
い
て
製
造
業
の
槪
»

、

砂

糖®'
: ®
>

綿

花
 

> 
鐡
等
を
論
.じ
て
.ゐ
る
。
採
取
業
に
就
い
で
は
第
十
1
一
章
に
於
い
て
働 

d
及
び
冶
佘
に
就
い
て
、
绡
十
三
鸯
ま
於
い
て
激
業
ど
森
林
に
就
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
ゐ
る
。
今
こ
、
に
そ
れ
等 

に
就
い
て一

々
紹
介
す
る
豫
定
で
あ
っ
^

:

到̂
底
紙
®
の
餘
裕
が
な
い
か
ら
、
次
ぎ
に
著
者
自
ら
が
結
論
に
於
い 

て
概
括
す
る
S
こ
ろ
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
。

、

產
業
は
翦
す
る
に

そ
の
起
源
を
國
家
の
創
設
.に
發
見
す
る
。
又
そ
の
發
展
も
一
に
政
府
の
保
課
の
下
に
あ
っ
た
。 

唯
織
物
業
及
び
、あ
る
程
度
ま
で
精
雛
業
が
私
人
的
企
業
S
し
て
發
達
し
、
多
少
e
も
國
象
の
統
制
か
ら
®
*
し
て
ゐ

.. I

f

j

た
。
產
業
發
展
が
露
國
の
經
濟
的
獨
立
を
目
的
S
す
る
國
家
の
.it
策
の
一
部
で
あ
つ
た
。
然
し
社
#
的
發
展
は
康
業 

の
發
達V」

相
伴
は
な
か
つ
た
、
中
流
階
級
の
發
達
♦か
十
分
で
な
く
一 

國
の
經
濟
的
構
造
に
產
槳
の
完
全
な
る
同
化
を 

行
ふ
こ
ビ
が
出
來
な
か
つ
れ
の
：で
あ
る
。
淹
業
は
上
か
ら
與
へ
ら
れ
た
も
の
ど
し
て
外
の
も
の
で
あ
つ
た
。
綿
花
、 

砂

糖

，
，冶

金

工

業

の

如
&
外
國
で
卿
入
す
る
ょ
り
高
憤
に
つ
い
た
の
で
"

一

般
民
衆
は
產
業
を
負
擔
ビ
さ
へ
見
る
に 

至
り
r
少
し
も
是
が
發
興
を
希
望
し
な
か
つ
た
。

.

又
勞
働
者
の
立
場
か
ら
見
ャ
も
同
樣
で
あ
ク
た
。
彼
等
は
依
然
ミ
し
て
百
姓
で
あ
つ
て
"
彼
等
の
土
地
に
ょ
し
そ 

れ
が
小
さ
<'
:
さ
も
執
著
し
、
：職
主
の
利
益
の
た
め
に
の
み
存
す
る
や
ぅ
に
思
は
れ
る
エ
場
を
嫌
惡
し
た
。
少
數
の
熟 

練
職
エ
の
み
が
產
業
め
た
め
に
働
い
た
の
で
あ
る
が
"
全
體
に
•影
響
す
る
に
は
餘
り
に
少
數
で
•あ
つ
た
。

:;
か
く
し
て
著
者
は
次
ぎ
の
や
ぅ
に
結
論
し
て
ゐ
る
。

一
九
0
五
年
か
らI

四
年
ま
で
の
®
國
の
經
濟
的
發
展
を
硏
. 

究
し
た
結
果
は
すv

て
の
»
濟
的
敏
胍
に
於
い
て
a
家
が
著
し
い
役
目
を
直
接
經
營
者
ビ
し
て
行
な
.つ
て
ゐ
た
こ
€ 

を
知
つ
/?
。
.か
く
の
如
き
狀
態
が
多
ぐ
の
不
利
益
を
生
ず
る
こ
e
は
明
瞭
..で
あ
.る
.。'露
國
の
如
&
廣
大
な
.る
帝
國
に
■於 

い
て
，單
な
る
行
政
曝
務
を
行
ふ
の
す
ら
政
府
ど
し
て
非
常
に
困
難
で
あ
る
の
■に
、
.そ
れ
に
加
ふ
る
に
か
く
の
^
き
伞 

業
を
行
ふ
は
政
府
を
徒
ら
に
困
亂
せ
し
む
る
の
み
‘で
あ
る
。
，又
政
府
の
行
動
が
人
民
の
威
情
の
到
達
し
得
ざ
る
a
ま 

で
行
き
過
ぎ
るW

茇
ふ
危
險
が
絕
え
中
生
ず
る
。
®
ち
政
府
は
經
濟
的
抱
負
に
於
い
て
第
十
1
:十
世
紀
で
あ
づ
た
が
、
是 

等
の
：抱
.負
は
寧
ろ
殆
ど
第
十
六
世
紀
の
狀
態
に
あ
づ
，た
ま
治
的
方

11
、
同
じ
く
後
れ
て
ゐ
る
人
民
に
向
け
ら
る
べ
き 

で
ぁ
O'
たC

そ

の

.，結

果
ビ
し
て
政
府
の
み
獨
ぅ
經
濟
政
策
に
於
い
て
將
來
に
向
：つ
.て
.投
機
し
た
。
露
©
il
l

l

の
無
限
な 

る
富
は
結
局
鐡
遒
や
產
業
は
利
益
を
.擧
げ
，る
に
相
違
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
然
し
過
程
は
提
■
の
平
和
的
發
肢
を
要
求
し 

た
。
露
國
は
日
露
戦
淨
及
びr

九
0
五
年
0
內
亂
を
經
た
後
さ
ぅ
し
た
時
期
に
は
い
つ
た
や
4
に
恩
は
れ
た
。
然
し 

太
戦
は
是
を
妨
げ
た
。.政
：治
的
方
面
に
：於

い

て

も
同
樣
で
あ

つ
尨
。
等
し
く
さ
ら
に
：多
ぐ
の

#

月
を
要
す
べ
き
も

0

'

第
.

11

屮

怨

(
1

三
五
九)

新
^

!
介
，-

笫
號

1,

五
七
，



第n'

十

卷

'

(

1
三
六
0)

.新
刊
.紐
介
' 

笫
十
號
.

m

八

が
、
犬
®

の
た
’め
に
早
め
ら
れ
.た
の「

で
あ
な
。

而

し

て

こ

、
で
は
：
ソ
グ
ィ
モ
ッ
ト
政
ー
蔽
の

'硏
究
は
：ん

」

の
書
の
範
圍
に
入 

ら

な

い

。
然

し

：著
者
は
.最
後
に
，ソ
グ
ィ
チ
ッ
ト
政
府
が
前
政
府
ミ
同 

一

に

陷

り

は

し

な

い

か

：

S

K
ふ
疑
ひ
を
抱
い 

て
ゐ
る
。

以
上
大
體
の
紹
介
を
終
'つ
：た
の
で
あ
る
が
、
少
し
く
*
雛
'で
十
分
に
意
を
镟
し
得
な
か
つ
た
こ

 

<

は

_

の

寬

恕
 

を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
。
本
書
が
.各
編
の
終
り
.P
參
：考
の
■統
計
..そ
0
他
を
附
.し
た
こ
：气

卷

末

に

參

考

書

目

を

擧

げ

-C 

あ
る
こ
ミ
等
は
鑛
者
に
親
切
で
あ
る
。
こ
言
こ
、
に
»
*1
し
て
»
.
&た
い
こ
ど
.は
$
頃「

經
濟
的
發
戚」

5
か
或
ひ
は 

「

經
濟
的
文
明
史」

等
の
名
稱
0:
下
に
；§
^

社
會
の
'經
濟
的
：事

實

を

並

列

す

る

倾

向

が

办

6'
0
本
#
の
如
き
も
そ
：の
.
{ 

つ
で
あ
'る
。
例
へ
ば
財
政
に
關
す
る
事
現
の
如
き
は
恐
ら
i
財
政
史
に
入
る
ベ
き
'も
の
で
あ
ら
ぅ
。
か

く

の
如
ぐ
廣 

.
_に
一
般
.に
經
濟
的
事
項
を
.並
.べ
た
も
の
も
：1
經
濟
史」

ミ

呼

ぶ

べ

き

又「

經
濟
藤
風」

ミ
稱
す
べ
き
か
否
や
の
問 

題
は
恐
ら
く
各
人
の
趣
意
に
，.依
つ
.て
相
違
す
る
こV

J

で
あ
：ら

ぅ

。

然
し
唯
本
書
の
：如
く
餘
シ
に
各
々
の
技
術
的
敍
述 

に
力
を
洼
ぐ

>
」

ビ
は
却
つ
て
一
般
の
經
濟
的
_發
展
.を
明
か
に
す
る
上
に
不
得
策
で
あ
る
f

思
ふ
。
寧
ろ
技
術
的
方 

M

S
例
へ
ば
鐵
遒
に
.關
す
：る
事
®
の
-
|部
の
如
き
は
凌
通
史
{1
.
.入
る
、
を
以
0
て
適
當
ビ
考
べ
る
。
な
ほ
經
濟
史
そ 

の
.も
の
、
性
質
、
意
義
に
關
し
て
は
他
，日
述
ぶ
る
機
會
が
あ
.る
こV

J
、

思
ふ
。.
唯
標
題
の
意
義
'ょ
り
し
て

一言
し
た 

の
.み
：で
あ
つ
て
、
餵
く
非
雛
し
た
ゎ
け
で
は
な
い
。(

.

「

九
^
^

野

村

兼

太

郞

價

値

論

に

關

す

る

最

近

の

：1
1

文

献

•
 

n 

K
. 

D
i
e
h
i
l
v
o
n

 der 

sterbends 

w
ertk

b
r
e
' 

(schmollers 

Jahrbuch. 

4
9

 

Jahrgang.)

c. 

T
u
r
g
e
o
n
l
c
o
n
t
r
i

crution 

i l

t?ist(ire 

C
Q
n
t
e
m

-'-ooraine 

des 

doctrines 

か 

conom.lclues. 

1925:

價
値
論
は
今
や
危
殆
に
瀬
し
つ
、
あ
る
。
價
値
論
上
の
從
來
の
論
带
は
主
ど
し
て
そ
の
實
質
的
內
容
に
關
す
る
も 

の
で
あ
っ
た
が
.、

近
時
の
論
宰
は

旛
ろ
價
値
論
そ
の
も
の
、
存
否
に
關
す
る
も
0
で
.あ
る
。
こ
の
時
に
當
つ
て
獨
怫 

.ニ
碩
學
の
：價
値
杏
定
論
ど
價
値
中
心
論
ど
を
紹
介
す
る
事
は
强
.ち
徒
爾
で
は
無
か
ら
ぅ
。
：

w
o

a
s

s
e

i
,

 

setzei, 

G
e

f
B

a
n

n
,

 

G
o
t
t
i

の
*如
き
現
代
學
界
の
雄
が
何
れ
も
有
*
:
な
る
價
値
否
定
論
を
提
唱
し 

-
s
e
h
l

亦
之
に
多
分
の
赞
意
を
表
す
る
で
事
は
價
値
論
の
危
機
を
知
ら
し
む
る
.に
充
分
で
あ
る
。
0

1

の
如
上
の 

「

濒
死
の
價
値
論」

な
る
論
文
.は
右
四
氏
の
主
張
^
之
に
對
ず
.る
自
.己
0
批
判
を
.陳
敍
'脅

る

も

：の
であ
っ
て

、

こ

の

問 

題
に
關
す
る
出
色
の
好
文
字
ビ
言
っ
て
差
支
へ
が
無
い
。

' 

.

Cassel, Dietzel

の
雨
^
は
價
格
論
を
以
て
價
値
論
に
代
え
ん
ど
し
> 略
々
類
似
の
見
解
を
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

之
S

て
ば
.脒
に
小
泉
敎
授
の
#
論
せ(

ち
れ
•た
所
で
あ
：る
か
ら
"
f

に
：繰
返
す
事
を
避
け
る(

本
誌
、
三
月
號
價
値 

論
の
價
値
、
參
照)

o
唯
注
意
す
可
き
は
0

^

は̂
交
換
經
濟
を
貨
幣
經
濟
ビ
解
し
"「

财
貨
の
價
値」

は
畢
寛「

財 

貨
の
慎
格」

.に
外
な
ら
ず
断
言
し
乍
、

b
、「

貨
幣
の
憤
値」

を
ば
依
然
ヒ
し
て
認
容
し
.っ
、

•

あ
る|

事
；で

あ

るO

氏
は 

M
格

の

原

因

を

生

產

手

段

の

締

少

性

(

!̂
&
p
pば

der produkftonsmittel)V」：

需
要
の
狀
態
：CBeschaffeahdt der 

.N
a
c
h
&
a
g
e
)

 

€
に
求
め
た
る
が
爲

"
價
格
槪
念
に
は
食
幣
槪
念
舻
內
包
さ
れ
て
ゐ
な
，ぃ
。
_

經
濟
0
下
に
於
て
は

S
1
屮
溜 

c
m
r
N
l
)
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